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予 算 案 の 概 要 
 

 
 
 
 

 我が国においては、少子化や人口減少が進んでおり、経済産業や社会保障の問

題にとどまらず、国や社会の存立基盤にかかわる問題となっている。 
このため、「子ども・子育て応援プラン」（平成１６年１２月）、「新しい少子化

対策について」（平成１８年６月）に基づく施策の着実な推進を図るとともに、平

成１９年１２月に決定された「子どもと家族を応援する日本」重点戦略を受け、

「新待機児童ゼロ作戦」（集中重点期間平成２０～２２年度）、「５つの安心プラン」

の一つである「未来を担う「子どもたち」を守り育てる社会」等を踏まえた少子

化対策を総合的に推進する。 
また、働き方の見直しによる仕事と生活の調和の実現に向け、育児・介護休業

制度の拡充や企業の取組に対する支援など、育児・介護期における仕事と家庭の

両立支援対策を推進する。 

 さらに、男女雇用機会均等の更なる推進やパートタイム労働者の均衡待遇確保

などにより、公正かつ多様な働き方の実現を図る。 

 
《主要事項》 
 
   
◇ 地域における次世代育成支援対策の推進 

１ 地域の子育て支援の推進             

２ 児童虐待への対応など要保護児童対策等の充実     

  ３ 母子家庭等自立支援対策の推進           

  ４ 母子保健医療の充実 

  ５ 出産等に係る経済的負担の軽減 

                             

◇ 仕事と家庭の両立の支援 

仕事と家庭の両立支援 

 

 

 

 

１ 女性の職業キャリア継続が可能となる環境づくりの推進 

   ２  パートタイム労働法に基づく正社員との均衡待遇の確保と正社員転換の推進 

   ３ テレワークの普及促進 

人人 口口 減減 少少 社社 会会 のの到到 来来 をを踏踏 ままええたた少少 子子 化化 対対 策策 のの推推 進進 、、

仕仕 事事 とと生生 活活 のの調調 和和 とと公公 正正 かかつつ多多 様様 なな働働 きき方方 のの実実 現現   

人 口 減 少 社 会 の 到 来 を 踏 ま え た 少 子 化 対 策 の 推 進 

安 定 し た 雇 用 ・ 生 活 の 実 現 と 安 心 ・ 納 得 し て 働 く こ と の で き る 環 境 整 備 
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